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○
環
境
省
告
示
第

号

ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
廃
棄
物
の
適
正
な
処
理
の
推
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
令
（
平
成
十
三
年
政
令
第
二
百

十
五
号
）
第
三
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
使
用
製
品
か
ら
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
を
除
去
す
る
方

法
と
し
て
環
境
大
臣
が
定
め
る
方
法
を
次
の
よ
う
に
定
め
、
平
成
二
十
八
年
八
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

平
成

年

月

日

環
境
大
臣

大
塚

珠
代

ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
使
用
製
品
か
ら
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
を
除
去
す
る
方
法
と
し
て
環
境
大
臣
が
定
め
る

方
法

ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
廃
棄
物
の
適
正
な
処
理
の
推
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
令
に
規
定
す
る
ポ
リ
塩
化
ビ
フ

ェ
ニ
ル
使
用
製
品
か
ら
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
を
除
去
す
る
方
法
と
し
て
環
境
大
臣
が
定
め
る
方
法
は
、
ポ
リ
塩
化
ビ

フ
ェ
ニ
ル
が
封
入
さ
れ
た
製
品
に
つ
い
て
、
当
該
製
品
に
封
入
さ
れ
て
い
る
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
を
含
む
油
を
ポ
リ

塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
を
含
ま
な
い
油
に
入
れ
替
え
た
上
で
、
当
該
製
品
を
使
用
し
た
ま
ま
一
定
期
間
電
圧
を
加
え
て
洗
浄
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し
、
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
を
適
切
に
除
去
す
る
方
法
（
生
活
環
境
保
全
上
の
支
障
を
生
じ
る
お
そ
れ
の
な
い
も
の
と

認
め
ら
れ
る
方
法
に
限
る
。
）
と
す
る
。


